
自動車税の納期限は
5月31日（木）です

○金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、
地方事務所税務課窓口で納付できます。
※詳しくは納税通知書の裏面をご覧くだ
　さい。
総務部税務課 ☎026-235-7051
または地方事務所税務課

県政モニターを募集しています

○応募資格：県内にお住まいの満20歳以上の方で、
インターネットを利用でき、長野県政に関心が高く
モニターとしての熱意をお持ちの方。
○内容：年４回程度の県政に関するアンケートへの回
答、意見等の提出
○募集締切日：５月31日（木）
　 総務部広報県民課 ☎026-235-7110

平成24年度長野県職員上級採用試験

○採用予定人員：140人程度（行政等計11職種）
○受験資格：原則昭和52年4月2日から平成３年4月1日までに生
まれた方（25年4月1日の採用時に、22歳～ 35歳の方）
※職種により受験可能な年齢が異なったり、免許が必要となった
りする場合があります。
○一次試験：6月24日（日）（長野地区、塩尻地区）
○募集期間：電子申請・郵送等 5月 7日（月）～ 22日（火）
　　　　　　持参 5月23日（水）～ 25日（金）
※詳細は県ホームページでご覧になれます。
　 人事委員会事務局 ☎026-235-7465

平成25年度公立学校教員採用選考

○採用区分：小学校、中学校、特別支援学校、高等学校の教諭
○受験資格：昭和28年4月2日以降に生まれた方で、希望する教科もしくは
職の普通免許状を有する者又は平成25年3月31日までに取得見込みの者
※職種により他の免許状が必要となる場合があります。
○一次試験：7月7日（土）、8日（日）（長野市）
○募集期間：電子申請 5月８日（火）～ 18日（金）
　　　　　郵送・持参 5月8日（火）～ 23日（水）
※詳細は5月7日（月）から県ホームページでご覧になれます。
　 　教育委員会義務教育課 ☎026-235-7426
　　 教育委員会高校教育課 ☎026-235-7430

＝お問い合わせ先 ＝お申し込み先お知らせ 森の情 報 掲 示 板

避難者交流会で「思い」を受け止め、支援に活かします。

東日本大震災により生じた災害廃棄物の
受入れに関する長野県の考え方

　村では、今年10月を目途に震災復興計画づくりを進めています。
中山間地域復興のモデルとなるよう、県も全力で支援していきます。

　6月から始まる作付けに向け、雪解けを待って、農地の復旧作業
を進めるほか、村の基幹道路である国道117号線をはじめとする道
路の復旧を引き続き行います。

農地や道路の早期復旧

　「暮らしの拠点・集落の復興・再生」のため、村では、村営住宅の整備
を先行して進め、年内の完成を目指します。また、県としても「農業を軸
に資源を活かした新たな産業振興」や「災害に強い道路ネットワーク
の構築」を、村と十分相談しながらできる限りの支援をしていきます。

復興に向けた取組み

　県内で避難生活をされている約1,200人の方に生活
全般にわたる支援を続けていきます。

※「焼却灰の放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以下」とは
通常の廃棄物の処理方法で安全に処理することができる数値として国が
示した基準です。

　3月16日付けで内閣総理大臣及び環境大臣から東日本大
震災により生じた災害廃棄物の広域処理について協力の
要請がありました。
　災害廃棄物の受入れについては、放射性物質の拡散など
を懸念する住民や市町村の意見等もあり、地域住民の安
全・安心を守る立場としては、科学的で冷静な議論と徹底
した情報公開が不可欠だと考えています。
　このため、同様の考え方の他県知事との共同要請等で、
低濃度の汚染廃棄物に対する総括的な国の責任及び広域
処理の必要性や安全性の根拠等についてのより丁寧かつ
明確な説明を国に対して求めているところです。
　現時点では国の十分な対応がなされていないと考えて
おり、直ちに災害廃棄物の広域処理を受入れることは難し
い状況ですが、「災害廃棄物の処理の推進に関する関係閣
僚会合」等で要請に沿った検討が行われているところであ
り、今後国の見解が示されれば、県内市町村等と意見交換
を行い、対応を検討していく考えです。
　なお、県内においても8,000Bq/kg以下の放射性セシウ
ムを含んだ下水道汚泥焼却灰等が、下水処理場等に滞留し
ていることから、安全を確保しつつ、この処理をまず優先
して進めてまいります。
　長野県では、県民の皆様のご協力のもと、被災地の復旧・
復興を全力で支援すべく、これまでも義援金や救援物資の
送付、避難者の受入れや子どもたちのサマーキャンプの実
施、県職員の被災県への応援派遣など様々な支援を行って
きており、今後も引き続きできる限りの支援を行ってまい
ります。

被災地の子どもたちに笑顔を!

長期化する避難生活を支援
～「信州絆」プロジェクト～

　官民一体で取り組んだ「子どもリフレッシュ募金」。
目標を大きく上回る2,500万円余が寄せられ、昨年度は、

被災地から約840
人を長野県に招待
しました。
　引き続き、被災
地の子どもたち
が伸び伸び過ご
せる時間を提供
します。

職員の応援派遣で復興に貢献

　道路や農地の復旧には専門性の高い技術が必要です。
このため、調査や設計などに携わる13人の職員を派遣
しています。

◉お子さんの就学や心の健康相談、高齢者の介護相談など、さま
ざまな悩みごとをお聞きし、問題解決をサポートしています。

◉民間賃貸住宅を借上げ、400人の皆さんに提供しています。

◉パーソナル･サポート･センターが、生活や仕事面でお
困りの方一人ひとりに寄り添って支援しています。

長野県知事　阿部 守一

大きな傷跡を残した地震による被害。本格化する復興への動きを全力で支えます。

お問い合わせ先
○栄村復興に関すること：総務部市町村課 ☎026-235-7063
○東日本大震災復興に関すること：危機管理部危機管理防災課被災者支援担当 ☎026-235-7284
○災害廃棄物受入れに関すること：環境部廃棄物対策課 ☎026-235-7187

「東日本大震災」からの復興に向けて集落に子どもの　　　　　
　　元気な声が響く栄村を

（震災直後） （復旧後）

県道復旧の状況

　塩害や地割れなどの
影響を受けている大船
渡の水田を一日も早く
復旧します。

派遣職員
佐久地方事務所農地整備課
担当係長 市川 智由

この紙面に関するお問い合わせは総務部広報県民課まで
●☎026（235）7054　　●FAX026（235）7026
●メール：koho@pref.nagano.lg.jp
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